
NO 168

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 35 35 100.0% 令和２年度 7,124 7,029 98.7%

令和３年度 35 35 100.0% 令和３年度 7,029 6,980 99.3%

令和４年度 35 － － 令和４年度 6,980 － －

赤坂地区総合支所　協働推進課

 １ 事業名 赤坂地区町会等活動支援  １０ 事業費の状況

町会・自治会等の自主的な地域活動を支援するため、管内の町会・自治会に対し各種補助金を交付してい
ます。
また、管内の35の町会・自治会並びに連合会と連絡を活発にして、町会相互及び区と町会のコミュニケー
ションを図り、活動を支援します。

令和２年度 13,488 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 17,843 0 12,207 68.4%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

13,488 11,516

0 17,843

－ － －

町会・自治会をはじめとする地域活動団体では、活動の担い手が固定化される傾向にあります。活動の活
性化を図るため、各団体の枠にとらわれないコミュニティを通じた人と人とのつながりが必要です。
町会・自治会の会員数は減少傾向にあります。新たな担い手となる人材の発掘や活動内容の情報発信等、
町会・自治会への支援の強化が必要です。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 14,824 － －

その他

令和２年度 100.0% 13,488 0 0 0

令和３年度 90.2% 16,093 0 0 1,750

令和４年度 100.0% 14,824 0 0 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

赤坂・青山地域では、町会・自治会をはじめ、さまざまな地域団体が活動しています。
地域団体の活動は、環境美化や生活安全、防災や社会福祉活動など様々で、そういった活動が、地域を豊かで
安心して暮らせるまちにしています。
冊子「赤坂・青山地域のできごと」は、そんな地域で活動している方々を紹介するために作成しています。
地域で行われる様々な活動に町会・自治会がどう関わっているか、この冊子は町会加入促進の重要なツールで
す。
デジタル化を踏まえ、新たにホームページに概要版を掲載しますが、 冊子を手に取りながら会話を進めるこ
とで細やかな動きが伝わることから冊子による配布を継続して実施します。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

冊子「赤坂・青山地域のできごと」については、本冊子への掲載及び配布が地域団体の活動における１つの動
機づけになっていること、また、町会・自治会加入促進ツールとしてニーズがあること等、冊子発行に一定の
効果が認められることから、「継続」と評価します。

港区町会等補助金/港区町会・自治会等掲示板設置等補助金

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

指標２
町会自治会会員数

町会・自治会の活動内容に応じた補助金制度があり、それらの補助金を活用した町会・自治会のイベント
を通じて、町会等の活動を広く紹介しています。
また、地域活動に参加していない人も地域団体に興味を持つきっかけとなるよう、地域で行っていること
を幅広く紹介する冊子「赤坂・青山地域のできごと」を年度末に発行しています。この冊子は、最終的に
は町会の加入促進等につながっていくことをめざして発行しています。

指標１
町会団体数

 ３ 政策名 （９）参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる

 ４ 施策名 １　コミュニティ活動に取り組む多様な主体への支援 85.4%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ３　地域の活動を自ら解決できるコミュニティをつくる 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 － － － 令和２年度 － － －

令和３年度 4 4 100.0% 令和３年度 7 6 85.7%

令和４年度 4 － － 令和４年度 5 － －

本事業は、環境改善への気運醸成や、水辺を生かしたまちづくりの実現につながることが見込まれるため、
「継続」と評価します。
今後、より多くの企業との連携など、事業スキームの見直しにより、さらなる有効性の高い事業実施やそれに
伴う経費削減の実現などに向けた検討を進めてください。 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

港区基本計画芝浦港南地区版計画書

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続
指標１

サーキュラーエコノミーに関する講座実施回数

指標２
サーキュラーエコノミーに関するワークショップ実施回数

0 3,000

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容

水辺のまちサーキュラーLAB.は、企業、大学、町会・自治会、地域コミュニティ等の多様な主体やアムステル
ダム市等との連携、講座・ワークショップの実施などによって、運河の水質をはじめとした環境改善の気運醸
成や水辺エリアの魅力向上に寄与しているほか、地域のコミュニティ形成の一端を担っており必要不可欠な事
業であることから継続して実施します。
一方で、これまでの取組を踏まえ、本事業の受注者であるSHIBAURA HOUSEのほか、水辺空間に係る主体と対等
な立場で連携して取り組むことで、より質の高い事業実施が可能であると見込んでいることから、実施スキー
ムの見直しも視野に入れながら、事業のあり方について検討します。

①利用対象者、実施対象:どなたでも参加可能。
②実施回数：講座　4回/年、ワークショップ　5回/年
③事務手続の方法、利用方法、支給要件、利用者負担、実施体制など：業務委託により実施、利用者負担
はなし

 ８ 事業実績・指標

合流式下水道では、強い雨が降ると、汚水まじりの雨水を河川沿いの吐け口から河川や海などに放流して
おり、水質悪化が懸念される課題があります。下水道の管理は東京都であり、区は水質改善の実施主体と
なれないことから、運河の水質など環境改善に向けた気運を醸成する必要があります。一方で、令和２年
３月の芝浦港南地区版計画書策定に向けた提言書において、「運河の魅力を高め、身近に感じてもらうイ
ベントを実施する。」、「既存の地域資源を活用しつつ、新たな芝浦港南地区ならではの魅力を発掘し、
内外に発信する。」、「企業や他自治体との連携を進めながら、芝浦港南地区の魅力を発信する。」と
いった提言がありました。
以上の課題及び区民提言を踏まえ事業を構築し、令和３年度から新規事業として開始しています。

令和４年度 0.0% 0 0

0 0 0 3,000

令和２年度 ー ー ー ー

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

ー

令和３年度 0.0%

運河の水質など環境改善に向けた気運を醸成するとともに、運河の魅力を高め身近に感じてもらうため
に、サーキュラーエコノミーの視点を活用した取組を実施します。

令和４年度 3,000 － －

ー ー

 ５ 事業説明文 令和３年度 3,000 0 0 3,000 3,000 100.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 １　水環境の保全・向上と親水化 令和２年度 ー ー ー

 ３ 政策名 （７）人や生物にやさしい、環境負荷の少ない都心環境をつくる 年度 当初予算額 流用

ー

 ２ 基本政策 ２　環境にやさしい都心をみなで考えつくる 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課 芝浦港南地区総合支所　協働推進課

 １ 事業名 芝浦港南地区水辺のまちサーキュラーＬＡＢ.  １０ 事業費の状況
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 8 10 125.0% 令和２年度 － － －

令和３年度 8 8 100.0% 令和３年度 － － －

令和４年度 8 － － 令和４年度 － － －

産業・地域振興支援部　産業振興課

 １ 事業名 商店グランプリ  １０ 事業費の状況

所管課

各商店会が推薦する店舗を対象に、経営一般、店舗構成・照明・顧客満足度等の項目について審査し、表
彰します。

令和２年度 2,047 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 2,008 0 1,959 97.6%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

2,047 2,028

0 2,008

－ － －

昭和47年度に始まった事業で、受賞された店舗情報については、ガイドブックを作成・配布するほか、紹
介映像を制作し、You Tubeやちぃばす車内で放映するなど積極的な周知を行っています。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 2,321 － －

その他

令和２年度 100.0% 2,047 0 0 0

令和３年度 100.0% 2,008 0 0 0

令和４年度 100.0% 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

地域コミュニティの核として重要な役割である商店会員を支援するためにも商店グランプリを通して、積極的
に商店経営に努めている店舗を表彰することで、商店会員のモチベーションの向上を図ります。
映像制作につきましては、前回実施分までは店舗紹介から表彰式の様子までがまとめられた20分動画を制作し
ておりましたが、TwitterやInstagram等のSNSでの公開等利用における汎用性を拡大するため、１店舗ごと15
～30秒の映像を制作します。

 ８ 事業実績・指標

2,321 0 0

指標２
－

①実施主体：港区、港区商店街連合会、港区商店街振興組合連合会
②対象：港区内に店舗を有する小売業、飲食業及びサービス業で資本金若しくは出資金が５千万円以下又
は常時使用する従業員がサービス業の場合は１００人以下、小売業及び飲食業の場合は５０人以下の店舗
（風俗法に規定される一部業種を除く。）
③審査方法：お客様を大切にする取組を積極的に取り組んでいる店舗であって、経営、外観・店頭、店内
構成、陳列・店内装飾、サービスや店舗の工夫、照明、顧客満足度等の項目について審査する。

指標１
参加店舗数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

これまで作成された20分程度の動画に加え、TwitterやInstagram等のSNSで活用できる短い映像を制作するこ
とで、より多くの人に商店グランプリ受賞店を紹介することができ、事業改善が図られていることから、「継
続」と評価します。

港区基本計画、第４次港区産業振興プラン

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 （12）港区の特性を生かした個性ある商業集積の形成を支援する

 ４ 施策名 ３　将来にわたり持続可能な店舗づくり 99.1%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策      ４　港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 4,000,000 3,955,795 98.9% 令和２年度 － － －

令和３年度 5,000,000 5,097,304 101.9% 令和３年度 － － －

令和４年度 6,000,000 － － 令和４年度 － － －

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課 産業・地域振興支援部　観光政策担当

 １ 事業名 ワールドプロモーション  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ４　港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 １　国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進 令和２年度 15,048 484 -6,600

 ３ 政策名 (13)　港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する 年度 当初予算額 流用

8,932 8,932 100.0%

 ５ 事業説明文 令和３年度 13,445 -7,428 0 6,017 6,017 100.0%

観光客誘致と地域経済活性化を図るため、ワールドプロモーション映像を国内外に広く発信します。
令和４年度 6,091 － － － － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和３年度 100.0% 0 0 0

令和２年度 100.0% 15,048 0 0

0 0

 １１　本事業に係る所管課の意見（一次評価）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容
これまで国内外からの来訪者の増加が見込まれるラグビーワールドカップ2019日本大会や東京2020オリン

ピック・パラリンピック競技大会に向け、「港区ワールドプロモーション映像」及び「港区ワールドプロ
モーションVR映像」を制作・配信してきました。
　令和３年度及び４年度は、これまでに制作した映像が多くあること、また、感染症の影響により街での映
像撮影が困難なことから、制作した映像の配信に主軸を置き、港区の魅力発信を行ってきました。
　国内外における旅行業において未だ感染症の影響を受けている状況ではありますが、ポストコロナを見据
え、地域経済の活性化を図るためにもインバウンド向けに観光客誘致の取組を継続して行う必要がありま
す。さらに、インバウンドを対象とした観光客誘致においては、拡散力の高いSNSを活用したプロモーション
映像の配信が有効と考えるため、本事業を継続します。
　なお、今後は動画の再生回数だけでなく、YouTube広告を見た後、港区観光協会のホームページに遷移した
割合を計測する他、港区観光インフォメーションセンターとも連携し、プロモーション動画閲覧等のアン
ケートを取ることで、本事業が観光客誘致に寄与しているかの計測も行うなど効果検証を図ります。
　また、これまではイベント開催を契機とした港区観光をＰＲした動画を制作しておりましたが、今後はコ
ロナを契機とした新たな日常を踏まえつつ、国際色豊かで安全安心に過ごせる魅力的なまちをＰＲしていく
ため新たな動画を制作し、積極的に海外に向けて発信することでインバウンドの強化を図ります。

令和４年度は、国内外に向けYouTubeのインストリーム広告の活用や日本在住アジア人インフルエン
サーと連携して多角的に映像発信を行っています。
実施対象：国内外の視聴者
配信国及び地域：韓国、台湾、フィリピン、アメリカ、イギリス、オーストラリア及び日本国内
【参考】令和２年度制作　港区ワールドプロモーション映像
Discover the charm of Tokyo Minato City
作成言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、ハングルの５種類
再生時間：100秒、15秒

 ８ 事業実績・指標

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定や羽田空港の国際化、査証（ビザ）の発
給要件緩和等により、東京を訪れる外国人観光客の増加が見込まれることから、より多くの外国人観
光客を港区に誘致し、区内の周遊性を図ること、また、日本国内在住の外国人が港区を来訪するきっ
かけを創出することを目的に平成27年度から開始しました。港区の魅力ある地域資源を効果的に紹介
するため、平成27年度に「港区ワールドプロモーション映像」を制作、平成29年度に「港区ワールド
プロモーション映像」を一部改訂、平成30年度に「港区ワールドプロモーションVR映像」制作、令和
２年度に「港区ワールドプロモーション映像」を制作しました。

令和４年度 100.0% 6,091 0

13,445

指標１
Youtube動画視聴回数

指標２
－  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

地域経済の活性化を図るために必要不可欠なインバウンドに対して、観光スポットなどの紹介に加え、新型
コロナウイルス感染症を契機として、安全安心に過ごせる魅力的なまちであることなど、これまでとは違う
視点で区の魅力を発信することは必要であるため、「継続」と評価します。

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

第３次港区観光振興ビジョン［後期計画］
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 2,500 30 1.2% 令和２年度 150 179 119.3%

令和３年度 2,500 237 9.5% 令和３年度 150 229 152.7%

令和４年度 2,500 － － 令和４年度 200 － －

 ３ 政策名 （13）港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する

 ４ 施策名 ３　安全・安心で快適な都市観光を満喫できる環境づくり 91.0%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ４　港区からブランド性ある産業・文化を発信する 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
スキルアップ講座受講者数(全5回)

（１）港区観光ボランティアガイドの活動支援
事務局を一般社団法人港区観光協会内に設置し、ガイドの自主的な活動を支援します。
対 象 者：港区観光ボランティアガイド育成講座修了生（港区観光ボランティアの会）
実施内容：港区観光ボランティアガイドの事務局運営、まち歩きツアー等のガイドとしての活動支援
実施時期：４月１日～３月３１日（年間業務委託契約）
（２）スキルアップ講座
港区観光ボランティアガイドとしての知識・技術を習得するためのスキルアップ講座を実施します。
対 象 者：港区観光ボランティアガイド育成講座修了生
実施回数：年５回

指標１
港区観光ボランティアガイドと連携した観光案内者数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

新型コロナウイルス感染症の影響やガイドの高齢化等の課題を解決していくためには、引き続き、区の支援が
必要であることから、「継続」と評価します。
なお、港区観光協会の事業に移行し、協会会員などの民間の力を活用することで、より効率的かつ効果的に事
業を実施できる可能性があることから、ボランティアガイドの運営体制及び支援の方法について、今後、整理
してください。

港区基本計画、第３次港区観光振興ビジョン[後期計画]、港区シティプロモーション戦略

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

5,706 0 0 554

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

港区観光ボランティアガイドの活動支援については、ガイドの自主的な活動を支援することが目的であり、い
ずれはガイドが自立して活動できることを想定していますが、コロナ禍での活動機会の減少や、ガイド自身の
高齢化等の課題もあり、現状としては、引き続き区からの支援の継続が必要です。
「港区観光協会補助金」への統合に関しても、実施主体となる港区観光協会だけでなく、実際に活動している
ガイドらへのヒアリングを行った上で、ガイドの実働者数を向上する取組やガイドの更新制度の導入などの検
討を慎重に進める必要があります。そうした検討に必要な調整の期間が不十分であることから、令和５年度は
現状のまま継続し、令和６年度予算要求時点を目標として、引き続きヒアリングの実施及び実施内容の検討を
行います。
また、インバウンドの回復に向けて国内外からの受入体制を強化するため、今後の新しい観光のあり方につい
てのガイドの新たな知識習得、観光客の受入体制の強化が必要になることから、スキルアップ講座についても
継続します。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和２年度 100.0% 8,282 0 0 0

令和３年度 100.0% 5,275 0 0 0

令和４年度 91.2%

－ － －

国内外から訪れる旅行者のニーズにきめ細かく対応するため、平成24年度から、港区観光ボランティアガ
イド育成講座の修了者の自主的な活動を支援する「港区観光ボランティアガイド事業」を実施していま
す。
平成28年度からは、港区観光ボランティアガイド事業の事務局を、一般社団法人港区観光協会内に設置
し、港区観光ボランティアガイドがより活発なガイド活動を行えるよう支援しています。
また令和４年度からは、「港区観光ボランティアガイド育成事業」と統合し、港区観光ボランティアガイ
ドとしての知識の拡充と技術力の向上を目的とした、スキルアップ講座も併せて実施しています。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 6,260 － －

5,029 95.3%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

8,282 7,533

0 5,275

観光客が安全・安心に区内観光を楽しめる受入体制を充実させるため、港区観光ボランティアガイドの知
識の拡充及び技術力の向上を図る等、港区観光ボランティアガイドの活動支援を行います。

令和２年度 8,282 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 5,275 0

産業・地域振興支援部　観光政策担当

 １ 事業名 港区観光ボランティアガイド事業  １０ 事業費の状況
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 1,877 1,893 100.9% 令和２年度 98 76 77.6%

令和３年度 1,981 1,949 98.4% 令和３年度 86 70 81.4%

令和４年度 1,963 － － 令和４年度 82 － －
今後のさらなる利用者の増加に伴う需要増が見込まれることから注文量の適正化など経費の縮減に引き続き
取り組む必要がありますが、介護が必要な高齢者の在宅生活の支援や在宅で介護する家族の介護負担の軽減
につながることから、本事業は「継続」と評価します。

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱

指標１
おむつ給付の月平均利用者数

指標２
おむつ代助成の月平均利用者数  1２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

0 0

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

 ７ 事業内容
高齢者が地域の中で安心して暮らし続けられるよう、介護が必要な高齢者の在宅生活を支えるサービスの充
実は重要です。紙おむつが必要な高齢者のみならず、在宅で介護する家族の介護負担を軽減する効果もあ
り、本事業の効果は高いと言えることから、今後も事業の継続が必要です。
また、本事業の他、理美容サービス、寝具乾燥消毒、福祉キャブの運行など、高齢者の様々なニーズに対応
した支援をしていますが、これらの事業は、経済的に困窮している高齢者世帯への支援という側面よりも、
臥床環境の改善や社会参加の促進等を目的としていることから、対象者に所得制限を設けていません。一方
で、経済的な理由で自宅にエアコンがない高齢者世帯へのエアコン購入費助成事業については、住民税非課
税世帯に対象者を限るなど、各事業の目的を踏まえて適切に所得制限を設定しています。
なお、高齢者人口の増加により、今後も利用者及び利用実績が増加することが想定されることから、紙おむ
つを使用しなくても済むよう介護予防事業の普及・啓発を図るとともに、おむつの注文を支援しているケア
マネジャーに対し、必要な量のみを注文するおむつ注文量の適正化について定期的に注意喚起するなど、本
事業の経費の縮減にも努めていきます。

<おむつ給付>
【給付内容】 64種類の紙おむつ等の中から給付限度の範囲内で選択する方式です。給付限度点数100点ま
では、自己負担金500円です。(1点100円相当）
【給付方法】 委託業者が月1回指定の場所に配送します。　※随時や隔月などの配送も可能です。
【利用者負担金】月額500円（都内配送） ※都外配送の場合は、自己負担金500円＋配送料金
<おむつ代助成>
【助成内容】区が給付する紙おむつ等の使用を認めない医療機関に入院する場合、月額10,000円を限度
に、支払ったおむつ代を4・8・12月の年３回の請求に基づき助成します。
※ただし、同じ月におむつの給付とおむつ代助成の併用はできません。

 ８ 事業実績・指標

紙おむつ給付事業は平成６年度から、おむつ代の助成は平成７年度から開始した事業です。
介護保険制度の対象とならない紙おむつの給付とおむつ代助成は、在宅で高齢者を介護する家族の介護負
担や経済負担の軽減にもつながっており、利用者や家族から、感謝の言葉が多く寄せられています。
平成19年4月、要介護高齢者と重度障害者の経済的負担を軽減するため、おむつ給付の上限を70点から100
点に、おむつ代助成の上限を7,000円から10,000円に引き上げました。

令和４年度 100.0% 200,744 0

202,874 0 0 0

令和２年度 100.0% 192,870 0 0

－ － －

財源内訳（当初予算）

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和３年度 100.0%

対象者　区内に住所を有する介護認定「要支援1」以上で、常時臥床及び失禁状態にある人
〈おむつ給付〉高齢者が快適に日常生活を送ることができるよう、紙おむつの現物を給付します。
〈おむつ代助成〉区の紙おむつを使用できない病院に入院している人に対し、おむつ代を助成します。

令和４年度 200,744 － －

194,022 98.0%

 ５ 事業説明文 令和３年度 202,874 0 0 202,874 200,942 99.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ３　日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 令和２年度 192,870 5,155 0

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する 年度 当初予算額 流用

198,025

 ２ 基本政策 ２　生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課 保健福祉支援部　高齢者支援課

 １ 事業名 高齢者等紙おむつ給付  １０ 事業費の状況
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 365 6 1.6% 令和２年度 52 1 1.9%

令和３年度 365 0 0.0% 令和３年度 52 0 0.0%

令和４年度 365 － － 令和４年度 52 － －

保健福祉支援部　高齢者支援課

 １ 事業名 高齢者緊急医療短期入所  １０ 事業費の状況

在宅の要支援・要介護高齢者が、介護者の緊急事態等によって一時的に在宅で介護が受けられなくなり、
かつ医療対応が必要で介護保険のショートステイ等のサービスが受けられない場合に、医療施設を利用
し、緊急時の医療を伴う看護を行い、要支援・要介護高齢者の在宅生活の維持・継続を図ります。

令和２年度 4,156 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 4,156 0 4,125 99.3%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

4,156 4,138

0 4,156

－ － －

在宅の要支援・要介護高齢者が、介護者の緊急事態等によって一時的に在宅で介護が受けられなくなり、
かつ医療対応が必要で介護保険のショートステイ等のサービスが受けられない場合に、医療施設を利用
し、緊急時の医療を伴う看護を行い、要支援・要介護高齢者の在宅生活の維持・継続を前提に事業が開始
されました。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 4,139 － －

その他

令和２年度 50.0% 2,078 0 2,078 0

令和３年度 50.7% 2,106 0 2,050 0

令和４年度 99.9% 4,133 0 6 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

本事業は、緊急時の医療を伴う看護を行い、要支援・要介護高齢者の在宅生活の維持・継続を図ることを目的
としています。医療行為を必要とする高齢者を在宅介護する家族のセーフティーネットであるため、常に受け
入れ可能な体制を確保しておく必要がありますが、他の緊急入所事業においてコロナによる満床を理由に利用
を断られてしまうケースが生じています。
医療行為及び緊急対応を要することから他の施設、事業による代替が困難である本事業の機能を維持するため
には、病院のベッドを常時一床確保し、いつでも利用を可能としている意義は非常に高いと判断しており、事
業を継続する必要性は極めて高いです。
本事業には、都補助金が交付されますが、令和３年度の申請において、オミクロン株による感染拡大に伴って
は、空床確保の需要の増加を理由にベッド確保料を固定費として確保することが認められています。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

医療対応が必要な在宅要支援・要介護高齢者の緊急時の受け入れ体制を整えることは重要であり、また、新型
コロナウイルスオミクロン株の感染拡大に伴い東京都による補助金の対象経費の整理がされ、非常時を含めた
空床確保の重要性が明確化したことを踏まえ、持続的な事業実施が妥当であり、本事業は「継続」と評価しま
す。

港区高齢者緊急医療短期入所事業要綱

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

指標２
利用者数

医療対応が必要な要支援・要介護高齢者が、介護者の緊急事態等（介護者の病気、入院や親族の葬式）で
一時的に在宅での介護が受けられない場合、医療施設で短期間、介護者に代わり支援を実施します。
利用者には、医療保険の自己負担分、病院給食代、おむつ代などのその他必要な経費の負担があります。
緊急時対応により利用するために、一般社団法人東京都港区医師会が指定する病院のベッドを常時一床確
保しています。義務的経費である①ベッド確保料、②事務手数料を区が一般社団法人東京都港区医師会に
前金で支払っています。また、利用実績に応じた③衛生看護経費利用実績分、④医療保険適用外経費につ
いては、履行確認後に区が一般社団法人東京都港区医師会に支払っています。

指標１
利用日数

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ３　日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 99.6%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ２　生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 89,440 65,743 73.5% 令和２年度 － － －

令和３年度 89,440 64,068 71.6% 令和３年度 － － －

令和４年度 89,440 － － 令和４年度 － － －

 ３ 政策名 （19）高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する

 ４ 施策名 ３　日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 95.2%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ２　生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
－

介護保険法の要介護認定で要介護１～５と認定された人に、入浴、食事の提供、生活等に関する相談及び
助言、その他の日常生活のお世話を行います。
介護保険法の要介護認定で要支援１・２と認定された人及び基本チェックリストによる総合事業対象者
に、日常生活の支援などを行う共通サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス（運動器の機能
向上、栄養改善、口腔機能の向上、レクリエーションなど）を行います。
利用者に安心できる環境を提供するため、施設運営に支障が無いように修繕を行います。
また、現在休止中ですが、台場在宅サービスセンターでは週に１回会食サービスを実施しています。

指標１
通所介護事業延利用者数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

コロナ禍で中止が続いている会食サービスについて、課題等を改めて整理する必要がありますが、現在は休止
中としている事情を踏まえて「継続」と評価します。
なお、事業開始から10年以上経過し、その間に、介護予防総合センターやいきいきプラザにおける交流事業や
食事・栄養改善の講座等の充実など、事業開始当初とは異なり、代替となり得る事業が増えていること、ま
た、令和５年度にはフレイル予防として高齢者の低栄養の対策等も検討されていることから、コロナ禍の今後
の収束状況を見極めながら、廃止や統合を含めた事業の在り方について、検討してください。

老人福祉法 介護保険法 港区立高齢者在宅サービスセンター条例 港区介護予防・日常生活支援総合事業
実施要綱 港区高齢者会食サービス事業実施要綱

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

419,278 0 1,155 10,080

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

台場在宅サービスセンターで実施している会食サービスについては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
るため、令和２年４月以降休止しています。本事業は、食事をしながら会話を楽しみ交流を深めることが目的
の一つであることから、再開にあたっては、部屋の広さに対する定員の考え方や事業のルール等を改めて検討
する必要があります。
引き続き事業の継続が必要ですが、今後、感染状況踏まえて再開する場合は、コロナ禍による影響も踏まえ、
高齢者の健康面の支援や高齢者同士の交流などの目的に沿った会食サービス事業の実施について検討していき
ます。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和２年度 67.3% 23,491 0 1,320 10,080

令和３年度 96.0% 244,976 0 0 10,080

令和４年度 97.4%

－ － －

昭和63年に開設した高齢者在宅サービスセンターの維持管理を行います。
会食サービスについては、平成１８年４月から、ひとり暮らし高齢者の健康面の支援及び地域社会との交
流を目的に、週一回、各いきいきプラザや台場在宅サービスセンター等で実施していますが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、令和２年４月以降、事業を休止しています。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 430,513 － －

230,875 93.2%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

34,891 33,222

0 247,810

保健福祉支援部　高齢者支援課

 １ 事業名 高齢者在宅サービスセンター維持管理  １０ 事業費の状況

在宅で日常生活に支障のある人を対象に高齢者在宅サービスセンターにおいてデイサービスを提供しま
す。宿泊デイサービスの実施により、介護者の負担軽減及び利用者の在宅生活の維持継続を図ります。利
用者に安心できる環境を提供するため、施設運営に支障が無いように修繕を行います。

令和２年度 34,891 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 255,056 -7,246
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 2,901 5,240 180.6% 令和２年度 0 0 100.0%

令和３年度 8,465 9,134 107.9% 令和３年度 0 0 100.0%

令和４年度 11,472 － － 令和４年度 0 － －

 ３ 政策名 （17）就学前児童ケアサービスを総合的に推進する

 ４ 施策名 １　保育園待機児童ゼロの継続 100.0%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
4月1日時点待機児童数

(1) 対 象
① ０歳児から２歳児（住民税課税世帯）　認可保育園の入所申込をし、認可外保育施設（証明書有）を
月極160時間以上の契約をして利用する児童に係る、認可保育園の保育料と認可外保育施設保育料又は補
助基準額のいずれか低い金額との差額を補助します。
② ０歳児から２歳児クラス（住民税非課税世帯）及び３歳児から５歳児　施設等利用給付認定（２・３
号）を受け認可外保育施設（証明書有）と月極160時間以上の利用契約をしている児童について、認可外
保育施設保育料又は補助基準額のいずれか低い金額を上乗せして補助します（施設等利用給付費を含みま
す。）。
(2) 補助基準額（施設等利用給付費を含む）　① ０歳児～２歳児 月額100,000円　② ３歳児～５歳児
月額 97,000円

指標１
給付対象者数  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

待機児童緊急対策として実施している保育料助成の上乗せについて、４年連続で４月の待機児童ゼロを達成し
た現在、事業開始時と状況が大きく異なっているものの、保護者への周知に一定の時間を要することから、
「継続」と評価します。
なお、これまでの事業実績や待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針等を踏まえた上で、本事業の目的
を整理し、待機児童緊急対策による上乗せ分等、必要性を検証してください。

港区基本計画

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

374,485 143,485 204,308 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

　認可保育園の申し込みをし、待機になり、認可外保育施設を利用する児童の保護者に対し、認可保育園の保
育料と認可外保育施設の保育料との差額を助成することで、保護者への経済的負担の軽減を図る目的で実施す
る事業であり、本事業による助成を前提として認可外保育施設を利用する世帯が多いことから、引き続き事業
を継続します。

 ８ 事業実績・指標

その他

令和２年度 50.6% 166,803 79,248 83,838 0

令和３年度 48.4% 273,566 125,841 165,382 0

令和４年度 51.8%

－ － －

　平成28年度から認可保育園の申込みをし待機となり認可外保育施設を利用する児童の保護者に対し、認
可保育園保育料と認可外保育施設保育料との差額を助成し、保護者への経済的負担の軽減を図る目的で事
業を開始しました。翌平成29年４月から、待機児童緊急対策として補助上限額を２万円引き上げ、令和元
年10月から幼児教育・保育の無償化により、無償化対象児童の認可保育園保育料が無料となったことか
ら、申請者数が急激に増加しています。
　また、令和３年度「港区就学前児童に対する子育て支援検討に当たってのアンケート調査」から、①平
成30年度と比較し、認可外保育施設の利用割合が増加している。②認可外現利用世帯は、当該施設を第1
希望として利用している割合が高く、待機児童の受け皿としての役割は薄れつつあるという状況がうかが
えます。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 722,278 － －

697,786 97.5%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

579,339 579,092

184,833 715,985

①認可保育園への入所申込をし待機となっている期間に、認可外保育施設に入所する児童の保護者に対
し、認可保育園保育料と認可外保育施設保育料との差額を助成します。
②幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定（２・３号）を受け、認可外保育施設に入所する
児童の保護者に対し、認可保育園保育料と認可外保育施設保育料との差額を助成します。

令和２年度 329,889 108,443 141,007

 ５ 事業説明文 令和３年度 564,789 -33,637

子ども家庭支援部　保育課

 １ 事業名 認可外保育施設保育料助成  １０ 事業費の状況
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 12 20 166.7% 令和２年度 8 13 162.5%

令和３年度 1 5 500.0% 令和３年度 9 13 144.4%

令和４年度 0 － － 令和４年度 14 － －

 ３ 政策名 （24）先端技術の活用により利便性の高い区民生活を実現する

 ４ 施策名 ２　便利な区民生活を実現する情報化の推進 88.3%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 実現をめざして 予算状況の内訳 決算状況

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課

指標２
施設移転・レイアウト変更等案件数

本事業は庁内の情報システム、ネットワーク及び情報機器を統括的に管理し、安定稼動を維持することに
よりシステムの安全性、効率性、適切性を高め、行政サービスのオンライン化の推進を図るものです。
効率的で安定したシステム全体の運用を行うため、ヘルプデスク等による庁内システムの管理業務のほ
か、港区情報システムアドバイザー業務として、区の情報システムを統括的に管理する情報政策課を全体
的に支援し、システムアセスメント支援、システム運用監理支援等を実施しています。
【令和４年度の主な取組】
・新規施設及び業務改善等に伴うパソコン・プリンタ増設、移設
・福祉総合窓口開設に伴う配線・端末整備

指標１
セキュアプリント増設  １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

既存の情報システムアドバイザー業務については、業務委託の必要性を精査し、効率化を図るなど、業務の見
直しに取り組んでいるものの、自治体ＤＸの推進や行政手続のオンライン化、災害時における情報システムの
利用環境整備等に向け、今後さらにデジタルを活用した区民サービスの向上と行政運営の効率化をより一層推
進するため、取組を充実する必要があることから、「継続」と評価します。

港区基本計画、港区情報化計画

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

1,273,224 0 0 5,011

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

　本事業におけるシステムアドバイザー業務は、令和２年度に見直しを行い、システム運用管理支援、情報シ
ステム継続対策基準運用支援の一部業務を情報政策課の職員が実施するなどして、経費の削減に努めました。
令和４年度は、専門的な観点からのアドバイスや提案等を行うシステムアセスメント業務について、一部情報
政策課の職員が実施するなどで経費の削減に努めています。令和５年度には、職員のスキルアップに伴い、一
部のシステム定例会へのアドバイザーの出席を取りやめる等、委託業務内容の見直しを行い、経費削減を図る
予定です。
　一方で、令和３年３月に「情報化推進計画」を策定し、「ＤＸ推進計画」と位置付けて、デジタル技術の活
用による区民の利便性向上と庁内の業務改善の取組を強化し、ＤＸの推進を全庁横断的に進めています。そう
した中で、令和５年度は　ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術を活用した業務改善の支援、職員のＤＸリテラシー
の向上を図る取組、所管課へのＤＸ推進の支援等、本業務は拡大していきます。
　以上のとおり、情報システムアドバイザー業務については、業務の一部を職員が行うなどで削減に努めてい
ますが、自治体ＤＸ化への対応等、今後その重要性が増していくことを踏まえ、以前の水準で実施できるよう
検討しています。 ８ 事業実績・指標

その他

令和２年度 100.0% 1,618,217 0 0 0

令和３年度 100.0% 1,157,898 0 0 0

令和４年度 99.6%

－ － －

区民福祉の向上や業務の適正かつ効率的な執行を支えるため、区のシステム・ネットワーク・端末につい
て新たな技術動向を取り入れ、最新かつ強固なインフラ構築を進めてきました。
また、各システムの管理・運用を一元的に集約する統合運用管理や専門的見地から情報システムの総合的
評価・改善提案を行う港区情報システムアドバイザーの導入等、総合的なシステム運用体制を構築してい
ます。
【直近３か年の主な取組】
令和元年度：テレワーク端末試行開始・文書作成用パソコンの無線化
令和２年度：内部情報系システム仮想化基盤クラウド移行・テレワーク端末本格導入
令和３年度：新施設開設や組織整備に伴うネットワーク整備、システムアセスメント

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 1,278,235 － －

1,062,544 93.6%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,425,690 1,259,405

-28,000 1,134,839

質の高い行政サービスの提供や効率的な事務の実現のため、情報処理システム機器の導入並びに適切な維
持管理及びシステムの安定稼動を行っています。

令和２年度 1,618,217 -973 -191,554

 ５ 事業説明文 令和３年度 1,157,898 4,941

総務部　情報政策課

 １ 事業名 庁内情報機器等管理運用  １０ 事業費の状況
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当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 42 42 100.0% 令和２年度 － － －

令和３年度 42 42 100.0% 令和３年度 － － －

令和４年度 42 － － 令和４年度 － － －

総務部　人事課

 １ 事業名 テレワーク推進  １０ 事業費の状況

新しい働き方の柱の一つであるテレワークの更なる推進を図ります。

令和２年度 0 557 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 900 0 899 99.9%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

557 375

0 900

都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 904 － －

0

令和２年度 0.0% 0

令和３年度 100.0% 900

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

配備したスマートフォンについては、各部において概ね利用実績（※）があることを確認しています。
そのため、テレワークを更に推進するには今後も継続してスマートフォンを活用する必要があります。
一方で、一部の所属については使用頻度が少ないことも確認しているため、今後は各部の実態を把握した上
で、テレワークの更なる推進につながるスマートフォンの活用方法について検討します。

※利用実績
（１）データ使用料（上限５GB）
　　【令和３年】　平均：0.15GB　最大：0.62GB

（２）通話実績　※ 各部、庶務担当係長等に電話で利用状況を確認（R4.7下旬）
　　　○高頻度で使用・・・１部２台　○使用している・・・14部31台
　　　●あまり使っていない・・・３部６台　●ほとんど使用していない・・・２部３台 ８ 事業実績・指標

区では、令和２年４月１日からテレワークを本格実施していますが、テレワーク時には区民
からの問合せ対応や、事業者との連絡調整に電話を使用する機会があるため、テレワーク時
に使用できるスマートフォンを４２台導入し、各部に配備しています。

0

0 0 0令和４年度 100.0% 904

0

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

職員がテレワークを行う際にスマートフォンを活用することで、区民や外部関係者への連絡など「いつもの仕
事」と同水準の対応を行うことが可能となるため、現状においてテレワークの推進にスマートフォンは不可欠
なものであることから、「継続」と評価します。
なお、十分に活用されていない実態がみられることから、各職場のスマートフォンの利用率や運用の課題を把
握したうえで、各所属への配備数を柔軟に調整したり、運用を柔軟にするなどの対応を行い、利用率が向上す
る取組を進めてください。

港区職員在宅勤務型テレワーク実施要綱

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

指標２
－

・契約台数　４２台

 ・通話基本料（定額）
　国内電話（携帯電話、スマートフォン、PHS及び固定電話等）への通話かけ放題サービス
　ただし、ナビダイヤル等の各種特番サービスは除く。

 ・データ基本料（定額）
　データ通信量が上限（５GB）を超えた場合は、通信速度の制限がかかる。

指標１
スマートフォン配備台数

 ２ 基本政策 実現をめざして 予算状況の内訳 決算状況

 ３ 政策名 （26）行政資源を効果的・効率的に活用し、先駆的な施策を推進する

 ４ 施策名 ３　未来を切り拓く人材の育成と誰もが活躍する執行体制の整備 67.3%

年度 当初予算額 流用

その他

0

－ － －

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金

令和４年度事務事業評価Ａシート 所管課

0

0



NO 179

（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 5 2 40.0% 令和２年度 300 26 8.7%

令和３年度 4 4 100.0% 令和３年度 240 123 51.3%

令和４年度 5 － － 令和４年度 300 － －

教育推進部　生涯学習スポーツ振興課

 １ 事業名 障害者スポーツの普及        １０ 事業費の状況

障害者が気軽にスポーツに親しみ、楽しみながら参加できる教室等の実施と環境の充実を図ります。また、誰
もが障害者スポーツへの理解を深めることができるよう意識啓発等に取り組むとともに、障害の有無にかかわ
らず一緒にスポーツの楽しむ機会を提供することで、相互理解や交流を広げ、共生社会の実現に寄与します。

令和２年度 4,252 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 3,871 -358 2,627 74.8%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

4,252 3,190

0 3,513

－ － －

令和元年度　３回
【内訳】障害者のスポーツ体験（８/25）、パラ卓球体験会（９/３）、だれでもスポーツ体験（10/14）
令和２年度　２回
【内訳】「ゆるスポーツ」の体験（２/20）、オンラインセミナー「障害者スポーツの魅力とは」の開催１回及
び動画「障害者競技を知る」の配信２本
令和３年度　４回
【内訳】サウンドテーブルテニス体験会（12/４）、車いすバスケットボール体験会（１/27）、障害者スポー
ツ普及イベント（３/12）、障害者スポーツ体験会「あすチャレ！運動会」（３/26）

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 3,855 － －

その他

令和２年度 53.0% 2,252 0 2,000 0

令和３年度 50.1% 1,940 0 1,931 0

令和４年度 100.0% 3,855 0 0 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

　パラリンピック２０２０大会の開催により高まった障害者スポーツに関する区民の関心や知識をより一層
高め、地域に根付かせるために、引き続き、障害者スポーツの体験会やイベントを開催し、理解促進と普及
啓発に取り組むことが必要です。
　より効率的に事業を推進するため、一部の事業を指定管理事業に移行することを検討していますが、現在
の指定管理者の公募時に、事業計上しておらず、令和５年度までに移行することは困難なため、令和６年４
月１日から開始となる次期指定管理者の事業とすることを検討しています。
　また、２０２０大会で高まった区民の関心や気運を地域に根付かせるため、障害者スポーツの体験等も対
象要件に含めた「港区スポーツ活動レガシー推進事業補助金事業」を令和４年度に創設しました。
　今後は、これらの体験会やイベント実施に加え、障害者団体に大会や練習場所として、スポーツセンター
を提供し、団体活動を支援するとともに、障害者スポーツの観戦機会を区民に提供することで、より一層、
障害者スポーツの普及啓発に取り組んでいきます。
　障害のある人もない人も一緒にスポーツの楽しさに触れ、スポーツの魅力や価値を共有する機会を創出
し、相互理解や共生社会の実現に寄与するために、本事業を継続します。 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

　障害者スポーツの普及・啓発や障害者スポーツを通じた交流促進に向けた取組において、区が担うもの、
指定管理者や補助事業で行うなど実施主体の整理を行うことについて、今後、令和６年度の指定管理者の公
募の時期に合わせて、区と指定管理者との役割や実施する取組を整理し、さらなる理解促進と普及啓発に取
り組む必要があることから、「継続」と評価します。

・港区基本計画・港区教育ビジョン・港区スポーツ推進計画

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

指標２
参加者数

　障害者が気軽にスポーツに親しみ、楽しみながら参加できる教室等の実施と環境の充実を図るため、障害の
ある人もない人も参加できるスポーツ教室を開催するほか、障害者スポーツ指導員を配置し、スポーツセン
ターに配備した貸出用の車いすバスケットボール用車いすやサウンドテーブルテニス、ゴールボールの用具一
式等を活用し、「誰でもスポーツ開放事業」を実施しています。
　また、誰もが障害者スポーツへの理解を深めることができるよう、障害者スポーツを題材とした研修等を実
施しているほか、障害者スポーツの普及・啓発や障害者スポーツを通じた交流を推進するため、障害者スポー
ツの体験会の開催や大会の誘致を実施しています。
　これらの事業を通じて、障害のある人もない人も一緒にスポーツの楽しさに触れ、スポーツの魅力や価値を
共有する機会を創出します。

指標１
イベント実施回数

 ３ 政策名 （22）誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備する

 ４ 施策名 １　誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の推進 75.0%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ６　生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況
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（単位：千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

令和２年度 5 5 100.0% 令和２年度 7 4 57.1%

令和３年度 11 11 100.0% 令和３年度 8 7 87.5%

令和４年度 10 － － 令和４年度 10 － －

学校教育部　教育指導担当

 １ 事業名 学びの未来応援施策  １０ 事業費の状況

経済面と学力面に課題のある要保護、準要保護世帯の中学３年生を対象に学びの未来応援学習講座を開催
し、生徒の基礎的学力の定着を図ります。また、家庭教育に課題のある児童・生徒への効果的な個別支援
計画のための会議を開催し、家庭への支援対策を行います。

令和２年度 5,559 0 0

 ５ 事業説明文 令和３年度 5,149 -100 4,911 97.3%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

5,559 4,915

0 5,049

－ － －

学びの貧困の解消を図り、貧困の連鎖をくい止める一助とし、経済的困難を抱える家庭の生徒の進路選択
を支援するため、教育指導担当では、平成２９年度から中学３年を対象とした学習指導に特化した集団講
座と、総合的に個々の家庭を支援するケース会議を実施しています。

財源内訳（当初予算）

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和４年度 3,820 － －

その他

令和２年度 36.6% 2,035 0 3,524 0

令和３年度 36.0% 1,855 0 3,294 0

令和４年度 39.2% 1,496 0 2,324 0

 ７ 事業内容

 １１　一次評価（本事業に係る所管課の意見、見直しの理由、根拠データ等）

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

学びの未来応援施策については、経済的困難を抱える家庭の中学校３年生生徒を対象に高校進学に向けた入学
選抜試験対策に特化した内容をこれまで以上に充実させ、生活福祉調整課の事業との差別化を図るため、以下
のような点について令和５年度以降の取扱いを検討していきます。

・受講希望の生徒の進学志望校を事前に聞き取り、目標の志望校対策を講座の内容に盛り込みます。
・講座日以外の自宅学習を充実させるよう、講座外の課題の内容を志望校に合わせて充実します。
・高校進学に向けた学習の進め方についての相談に応じるなど生徒に寄り添った内容を充実します。
・これまでの受講生徒の志望校への合格率について、来年度の対象生徒に周知した上で、参加希望者が増加す
るようにします。

 ８ 事業実績・指標

 １２ 事務事業評価結果

１廃止　　　　２縮小・一部廃止　　　３統合　　　４継続

効率性の観点から生活福祉調整課の学習支援事業と将来的な統合の余地はあるものの、子どもの学習意欲や進
路希望に応じて、集団学習か個別支援など柔軟に対応できる包括的な支援を実現する取組であることから、現
時点では、引き続き実施していくことが妥当なため、「継続」と評価します。
なお、利用者数が年々減少していることを踏まえ、事業の周知方法や学校との連携など、利用者ニーズを踏ま
えた実施方法の改善を検討してください。

子どもの貧困対策の推進に関する法律

 ９ 港区基本計画・個別計画・関連する法令等

指標２
学習講座13回以上出席参加者数

〇学びの未来応援学習講座
　生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯の中学校３年生を対象に、数学及び英語の学習講座を区有施設
にて年間19回程度実施しています。国語・理科・社会については、自宅学習教材を配付しています。
〇学びの未来ケース会議
　年間３回、学期末にケース会議を開き、学校から要請があった対象児童・生徒について支援策を検討し
ます。

指標１
学習講座参加者のうち、希望する進路に進学した人数

 ３ 政策名 （16）　子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 １　「徳」「知」「体」の育成 88.4%

年度 当初予算額 流用

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況
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